
 

御所ＩＣ工業団地広告掲載業務仕様書 
 

1. 業務概要 

（1） 業務名 

御所ＩＣ工業団地広告掲載業務（以下「本業務」という。） 

 

（2） 履行期間  

契約締結日から令和６年９月13日（金）まで 

但し、ビジネス雑誌への記事広告掲載は、(5)のⅡに記載の時期までに行うこと。 

 

（3） 役務費の上限額  

総額 7,964,000 円 （消費税及び地方消費税を含む。） 

 

（4） 目的 

  奈良県では、中南和地域の振興・通勤圏内での雇用機会の創出のため、奈良県が

業務主体となって造成・分譲を行う「御所IC工業団地」を整備中。同工業団地は、

御所市中心市街地より北東約1.2㎞に位置し、京都と和歌山を結ぶ広域連携軸である

京奈和自動車道の「御所IC」に近接した、交通利便性の抜群な立地環境にある。 

令和６年３月29日に、同工業団地のうち「御所東高校跡地」において、地域への

経済波及効果が期待され、また、脱炭素に先進的に取り組まれる企業に立地してい

ただくことを目的とした「第１期企業募集」を開始。 

本業務においては、主に、製造業を営む企業において、投資の判断を行うことが

できる経営層をターゲットとし、利便性、魅力を発信することを目的とする。 

 

（5） 実施内容は、ビジネス雑誌へのカラー記事広告の掲載とし、詳細な内容は本業 

務の目的を踏まえ、以下に掲げるものを最低限とし、提案すること。 

 Ⅰ．掲載雑誌 

過去１年以上継続して年間４回以上発行されているビジネス雑誌 

（但し、印刷版における１回当たりの発行部数10,000部以上のものに限る。） 

  Ⅱ. 掲載時期 

   企業募集期間（令和６年３月29日～令和６年９月30日まで）を踏まえ、令和６

年８月31日（土）までの可能な限り早期に行うこと。 

Ⅲ．誌面体裁 

フルカラー 

最低１回は、見開き２ページ以上 

Ⅳ．掲載回数 

１回以上 

Ⅴ．取材、原稿作成 

企画、取材、原稿作成は本業務の中で受託者が行うこと。 



なお、奈良県から、パース図（鳥瞰、A3サイズ）、航空写真の提供可 

Ⅵ．版下作成 

 Ⅴの内容を基に原稿及び版下を作成する。 

Ⅶ．校正 

  校正は、最低３回（初稿、再校、念校）以上とし、各校正における奈良県の修

正及び校正の提出は、原則として電子メールにより行うものとする。(校正の

データはPDFファイルで、原則として５メガバイト以下の容量に抑えること。) 

初稿入稿から校了まで、原則として土曜日、日曜日及び祝日を除く１０日間以

上の期間を設けること。 

念校時においても、文字や写真等の差替えが生じる場合があるが、この場合で

あっても、修正等の対応を迅速に行うこと。 

Ⅷ．最終確認 

奈良県が校了と判断するまで最終確認を行うこと。 

Ⅸ．掲載誌提出 

広告の掲載後は、当該掲載誌を１０部、履行期間中に奈良県産業創造課に提出

すること。 

  Ⅹ．その他 

   本業務との連携により効果が見込まれる情報発信等、独自の提案（Web掲載や二

次利用等）があれば実施すること。なお、奈良県HPの新設や、大規模改修を含

む手法は除きます。 

 

２．その他(注意事項) 

（１）本業務に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等

が生じた場合は、当該紛争の原因が専ら奈良県の責に帰す場合を除き、受託者

の責任及び負担において処理すること。 

（２）受託者は、業務の処理を一括して第三者に委託してはならない。 

ただし、業務の処理の一部について、あらかじめ奈良県の書面による承諾を受

けたときは、第三者に委託することができる。このとき、受託者は、委託先の

行為について全ての責任を負うこと。 

 

３．発注課 

奈良県産業部 産業創造課 産業用地創出支援係 

TEL:0742-27-8819    

Mail：sangyo@office.pref.nara.lg.jp 


